
砥部町附属機関等の委員の公募に関する要綱  

 

平成１９年３月２６日   

砥部町告示第３７号   

 

（趣旨）  

第１条 この告示は、砥部町附属機関等の設置及び運営に関する要綱（平成１９

年砥部町告示第３６号。以下「要綱」という。）第９条の規定に基づき、要綱

第４条第１号に規定する町民委員の公募に関し必要な事項を定めるものとす

る。  

（実施基準）  

第２条 附属機関等の委員の定数には、積極的に公募委員の枠を設定するものと

する。ただし、次に掲げる附属機関等については、この限りでない。  

⑴ 行政処分に関する審議等を行うもの  

⑵ 委員の資格が法令等により制限されているもの  

⑶ 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取り扱うもの  

⑷ 委員に対し特に専門的な技能等を要求されるもの  

⑸ その他附属機関等の所掌事項に照らし、委員の公募が適当でないと認めら 

れるもの  

２ 前項の場合において公募委員の枠の定数に占める割合は、当該附属機関等の

全委員数の概ね２０パーセント以上とするものとする。  

３ 第１項の規定により公募委員の枠を設定した場合において、応募がなかった

ときは、指名その他の方法により委員を選任することができる。  

（応募資格）  

第３条 応募資格のある者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。ただ

し、附属機関等の設置目的、所掌事務等に照らしてこれにより難いときは、こ

の限りでない。  

⑴ 本町に在住する者で、１８歳以上の者  

⑵ 要綱第４条第２号から第４号までの規定に抵触しない者  

（公募の方法）  

第４条 公募は、公募委員の選定予定日の概ね２月前までに、広報紙への掲載そ

の他の方法により行うものとし、３週間程度の応募期間を設けるものとする。  

（周知項目）  

第５条 公募に当たっての周知項目は、次に掲げる事項とする。  

⑴ 名称  

⑵ 所掌事務  



⑶ 任期  

⑷ 募集人数  

⑸ 応募資格  

⑹ 応募方法  

⑺ 応募期間  

⑻ 選考方法  

⑼ 問い合わせ先  

（公募委員の選考方法）  

第６条 公募委員の選考については、原則として担当課内に選考委員会を設置し

て行うものとし、附属機関等の設置目的等を考慮した上、おおむね次の方法に

より行うものとする。  

⑴ 小論文による選考  

⑵ 面接による選考  

⑶ その他町長が適当と認める方法による選考  

（公募委員の選考結果の公表）  

第７条 公募委員を決定したときは、応募者全員に、選考結果について速やかに

通知するものとする。  

（公募要領等の策定）  

第８条 委員を公募する附属機関等の所管課長は、公募委員の選考に関する基準

及び手続等を定めた要領を策定するものとする。  

（その他）  

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。  

附 則  

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。  

附 則（平成２３年３月１７日告示第２０号）  

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３日告示第１６号）  

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 


